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月16３申告期限は 日（月）です。

特別区民税・都民税申告の手引き
令和８年度分

申告時期は窓口が大変混雑しますので、郵送･電子でご提出ください。
目次

杉並区からのお知らせ
特別区民税・都民税の電子申告を開始しました

特別区民税・都民税申告書の様式を変更しました

ページ
杉並区からのお知らせ／各問い合わせ先………………………………………………………  １　　
申告が必要か判断するためのフローチャート…………………………………………………  ２　　
申告書の書き方（収入がない方、非課税の収入のみの方の書き方）………………………  ３　　
申告書の書き方（収入／所得がある方の書き方）……………………………………………  ４　　
収入／所得の記入のしかた………………………………………………………………………  ５　　
所得から差し引かれる金額【控除】の記入のしかた…………………………………………  ６、７
提出に必要な書類一覧……………………………………………………………………………  ８　　
申告書の提出方法／所得税の確定申告について………………………………………………  ９　　
医療費控除について／記入例……………………………………………………………………  10　　
医療費控除の明細書………………………………………………………………………………  11　　

　令和８年度分申告より、スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを利用して、特別区民
税・都民税の申告ができるようになりました。
　電子での申告もご検討ください。
　電子での申告をご希望の方は、右側の２次元コードから
　申告手続きを行ってください。

令和８年度分申告から特別区民税・都民税申告書の様式が変更になりました。
手引きの３～７ページを参考に申告書を作成してください。

問い合わせ先
【特別区民税・都民税の申告等、住民税に関するお問い合わせ】
　杉並区役所　区民生活部　課税課　区民税係
　電話：０３（３３１２）２１１１（代表）
　　　　０３（５３０７）０６３２・０６３３（直通）

【確定申告や所得税に関するお問い合わせ】
　杉並税務署
　電話：０３（３３１３）１１３１
　荻窪税務署
　電話：０３（３３９２）１１１１
　※お住まいの地区によって、管轄の税務署が異なります。
　　９ページをご確認いただき、各税務署へお問い合わせください。
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７

…この金額を申告書表面㉘の医療費控除の　「104 支払っ
た医療費等」に記入してください。

…この金額を申告書表面㉘の医療費控除の　「105 保険金
などで補填される金額」に記入してください。

…申告書に記載する欄はありません。

令和８

医療費通知（原本）（※）を添付し、下記２．の明細への記入に代える
場合、右記（１）～（３）の必要事項を記入してください。

1

2

1 2

申告が必要か判断するためのフローチャート

いいえ

はい いいえ

令和８年１月１日現在、杉並区に住民登録がありましたか？

※遺族年金、障害年金、失業給付金等の非課税所得のみの方は「い
いえ」に進んでください。

令和８年１月１日現在、住民登録のあった市
区町村にお問い合わせください。

※国民健康保険や介護保険制度、児童扶養手当、障害福祉サービ
スなどを利用する方、非課税証明書の発行を要する方は申告が
必要です。
　申告を希望される方は３ページを参考にご提出ください。

スタート

〇申告が必要か下記のフローチャートで確認してください。
〇ただし、例外もありますので、ご不明な点は課税課にお問い合わせください。

令和７年中、収入／所得があった
はい

はい

いいえ

いいえ いいえはい

いいえはい

はい

税務署に「令和７年分の所得税の確定申告書」を提出しますか？

Ｃ

給与収入の合計額が2,000万円を超えている

「年末調整をしていない給与
収入金額」と「給与所得、退
職所得以外の所得の金額」の
合計が20万円を超えている

全ての所得が給与で、かつ勤務先から杉並区にすべ
ての給与支払報告書が提出されている
※提出の有無は、勤務先に確認してください。

扶養控除や医療費控除など
の各種控除を申告する

ただし、所得税が源泉徴収されていて、各種
控除を申告することで所得税の還付を受ける
場合は確定申告をしてください。

年末調整は済ん
でいる

扶養控除や医療費控除などの各種
控除を申告する

給与以外に所得がある
２カ所以上から給与をもらっている

公的年金等以外に所得がある

主に給与収入
公的年金等の収入の合計が400万円を超えている

公的年金等以外の所得は給与のみで、
勤務先から杉並区にすべての給与支払
報告書が提出されている
※提出の有無は、勤務先に確認してく
ださい。

公的年金等以外の所得金額の合計が20
万円を超えている

扶養控除や医療費控除などの各種控除を申告
する

主に年金収入
営業等・農業などの事業所得
や、不動産所得などの「所得
の合計額」が「所得控除の合
計額」より大きい

その他

収入の種類は次のうちどれですか？

所得税が源泉徴収されている
※所得税の有無は源泉徴収票
を確認してください。

いいえ

Ｃ
はい

Ｂ
はい

Ｂ

はい

Ｂ

はい いいえ

はい

はい いいえ

い
い
え

い
い
え

Ｂ

はい いいえ

ＡＢ
いいえ

Ｃ
はい

Ａ

いいえ

Ａ
はい

Ｂ

はい いいえ

Ｃ

Ａ

Ａ

Ａ

い
い
え

はい いいえ

Ａ

いいえはい

B

特別区民税・都民税の申告が必要です
確定申告をする方は特別区民税・都民税の申
告は不要です。ただし、控除額が所得額より大
きい場合（納付すべき所得税が発生しない場
合）など、確定申告が不要な場合があります。

Ｂ 確定申告が必要な場合があります
所得税が源泉徴収されていて、各種
控除を申告することで所得税の還付
を受ける場合は確定申告をしてくだ
さい。

Ｃ 特別区民税・都民税の
申告は必要ありません

キ

リ

ト

リ

線
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東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

杉 並 税 太
タゼイナミスギ

０３ ３３１２ ２１１１

２１０９８７６５４３２１

１２４８

０

申告書の書き方（収入がない方、非課税の収入のみの方の書き方）

①必須項目

寡婦控除、ひとり親控除、勤労学
生控除、障害者控除

配偶者控除・配偶者特別控除・同
一生計配偶者

扶養控除・特定親族特別控除

16歳未満の扶養親族

上記を申告する場合はこの欄に必
ず記入してください。

①必須項目を記入してください
氏名、生年月日、住所、電話番号、個人番
号など、申告対象の方に関する情報を書き
ます。

※寡婦・ひとり親・勤労学生に関する情報、
障害に関する情報、配偶者／扶養親族に
関する情報など、当てはまるものがある
方は必ず記入してください。

②合計⑫に「０」と記入してください

③８ページで必要な書類を確認し、同封
して郵送してください

申告の義務が無い方でも、非課税証明書を取得する場合や次の場合などは基礎資料として申告が必要です。

重要

・各種保険料等の算出　　　・東京都シルバーパスの申し込み　　・保育料の認定
・障害基礎年金等の受給　　・就学援助費の受給可否の認定　　　・社会保険の扶養認定
・各種手当等の受給　　　　・自立支援医療費の助成　　　　　　・都営住宅の収入報告　　　など

　 医療費控除や生命保険料控除などは、
所得から差し引く「所得控除」です。
収入がない方、非課税収入のみの方は、
所得は０です。そのため、所得から差し
引くための各種控除を追加する必要はあ
りません。
このページを見て申告書を書いてる方
は、医療費控除や生命保険料控除に関す
る書類を準備する必要はありません。

11ページは医療費控除の明細書となっています。切り取って使用してください。
足りない場合は、コピーをしていただくか、以下の要件を満たす明細書をご自身で作成してください。
セルフメディケーション税制を利用される方は、通常の明細書の他に専用様式を設けています。杉並区公式ホームページ
（ページＩＤ：２０７４）からダウンロードしていただくか、課税課まで請求してください。

医療費通知（原本）（※）を添付し、下記２．の明細への記入に代える
場合、右記（１）～（３）の必要事項を記入してください。

７

医療費控除について
○医療費控除に係る添付書類の見直し（平成30年度分から）
　平成30年度分申告から、医療費控除または医療費控除の特例の申告の際に、医療費の領収書または医薬品購
入費の領収書の添付または提示に代えて、納税者本人が作成した医療費の明細書または医薬品購入費の明細書
を添付しなければならないことになりました。 なお、法定納期限の翌日から５年以内は、医療費の領収書または
医薬品購入費の領収書を自宅で大切に保管してください。

◆明細書の要件◆
医療を受けた（医薬品を購入した）方の名前、医療機関（医療品を購入した店）の名前、支払った医療費の金額、補塡される金額

記入例

1

円

円

円

円

円

円

1

2

2 …この金額を申告書表面㉘の医療費控除の　「104 支払っ
た医療費等」に記入してください。

…この金額を申告書表面㉘の医療費控除の　「105 保険金
などで補填される金額」に記入してください。

…申告書に記載する欄はありません。

阿佐谷南1-15-1

杉並 税太

221,200

221,200

221,200

0

100,000

12,000○○病院分 交通費

○○病院分 交通費

○○病院

○○病院

杉並 税太

杉並 税太

××クリニック 30,000

4,200

杉並 税太

杉並 税太

△△薬局杉並 税太

杉並 花子

杉並 花子

30,000

40,000

5,000

××クリニック分 交通費
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次のような方は、所得税の確定申告が必要な場合があります。
詳しくは、お住まいの地区の管轄税務署にお問い合わせください。

〈管轄税務署のご案内〉

〇事業所得や不動産所得のある方で所得の合計額が、所得税の所得控除（社会保険料控除、扶養控除、基礎控
除など）の合計額を超える方

〇給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
〇給与を１カ所以上から受けている方で、給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える方
〇２か所以上から給与等の支払いを受けている方
〇雑損控除、医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除などを申告し、所得税の還付を受ける方
〇公的年金等の収入金額が400万円を超える方
〇公的年金等の収入金額が400万円以下で、当該年金以外の所得金額が20万円を超える方
〇外国の公的年金等の支給を受けている方
　※上記はあくまで一例です。当てはまらない場合でも所得税の確定申告書の提出が必要な場合があります。

〇杉並税務署（成田東４－15－８）　　☎03－3313－1131
阿佐谷北、阿佐谷南、高円寺北、高円寺南、和田、方南、和泉、堀ノ内、松ノ木、大宮、梅里、高井戸東、
高井戸西、上高井戸、下高井戸、永福、浜田山、成田東、成田西 にお住まいの方

〇荻窪税務署（荻窪５－15－13）　　　☎03－3392－1111
　井草、上井草、下井草、善福寺、今川、桃井、西荻南、西荻北、上荻、清水、本天沼、天沼、久我山、荻窪、
　南荻窪、松庵、宮前 にお住まいの方

申告書の提出方法

所得税の確定申告について

〈郵送で提出する場合〉
郵
送
先

〒166-8570
杉並区阿佐谷南１－15－１
杉並区区民生活部課税課住民税申告書担当
※返信用封筒を使用しない場合は、上記宛に送付してください。

○添付書類は、「添付書類台紙」に貼付し、申告書とともに送付してください。
○添付書類が同封した返信用封筒に収まらない場合は、お手数ですが別の封筒を用意していただき、所要額の

切手を貼って申告書とともに送付してください。
○受付印のある申告書の写し（控え用）が必要な方は、返信用封筒（宛先を記入の上、所要額の切手を貼って

ください。）を必ず同封してください。

　杉並区役所東棟２階　課税課（６番）窓口にお越しください。
　午前８時30分～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）

〈窓口で提出する場合〉

　マイナンバーカードをお持ちの方は、ｅＬＴＡＸ（エルタックス）※のホームページ、マイナポータル及び区
ホームぺージを経由して特別区民税・都民税の申告が可能です。
　申告の際は、右側の２次元コードからご申告ください。

※ｅＬＴＡＸ：地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを利用し、地方税における手続きを電子的
に行うシステムです。

〈電子で申告する場合〉

東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 ０３ ３３１２ ２１１１

２１０９８７６５４３２１

１２４８
杉 並 税 太

タゼイナミスギ

申告書の書き方（収入／所得がある方の書き方）

①必須項目

①必須項目を記入してください
氏名、生年月日、住所、電話番号、個人番号
など、申告対象の方に関する情報を書きます。

※寡 婦・ひ と り 親・勤 労 学 生 に 関 す る 情
報、障害に関する情報、配偶者/扶養親族
に関する情報など、当てはまるものがあ
る方は必ず記入してください。

②「１ 収入金額等」／「２ 所得金額」
の当てはまるものについて記入してくだ
さい

※書き方は５ページ

⑤８ページで必要な書類を確認し、同封
して郵送してください

分離課税で申告される所得がある方は、「市町村民税・道府県民税申告書（分離課税等用）」の提出
が必要になります。分離課税で所得の申告をされる方にのみお渡ししている書式になるため、申告をす
る場合は課税課へお問い合わせください。

④該当する方は記入してください

給与・公的年金等以外に収入がある方
→表面 ５ 特別区民税・都民税の納税方法

寄附をした方
→裏面 15 寄附金に関する事項
※書き方は７ページ

③「４ 所得から差し引かれる
金額」の欄については、「小
規模企業共済等掛金控除」お
よび「医療費控除の特例（セ
ルフメディケーション税制）」
を申告される方のみ、該当箇
所に記入してください
その他の控除については、申
告書表面左側の「３ 所得か
ら差し引かれる金額に関する
事項」にそれぞれ記入してく
ださい
※書き方は６、７ページ

寡婦控除、ひとり親控除、勤労学
生控除、障害者控除

配偶者控除・配偶者特別控除・同
一生計配偶者

扶養控除・特定親族特別控除

16歳未満の扶養親族

上記を申告する場合はこの欄に必
ず記入してください。
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　　　　　　　　　　　 収入金額　　－　　必要経費　　＝　　所得金額
記入欄　　：　　　　　ア／イ／ウ　　　　　　　　　　　　　①／②／③
※申告書裏面の「７　事業・不動産所得に関する事項」欄にも記入してください。

事業所得（営業等・農業など）／不動産所得

日本国外に預けた預金等の利子などのみをご記入ください。
一律分離課税により源泉徴収および特別徴収されていたものは記入できません。
　　　　　　　　　　　 収入金額　　／　　所得金額
記入欄　　：　　　　　　　エ　　　　　　　　④

利子所得

　　　　　　　　　　　 収入金額　　／　　所得金額
記入欄　　：　　　　　　　オ　　　　　　　　⑤
※非上場株式等及び上場株式等の大口株主は所得税の確定申告が必要（少額のものを除く）となります。
※申告書裏面の「８　配当所得に関する事項」欄にも記入してください。

配当所得

　　　　　　　　　　　 収入金額　　／　　所得金額
記入欄　　：　　　　　　　カ　　　　　　 記入不要
⇒「源泉徴収票」の支払金額を「カ」に記入してください。
※「源泉徴収票」がない方（やむを得ない理由で勤務先から発行を受けられない場合など）は、申告書裏面の「6　給与所

得の内訳」欄に、給与支払額／給与支払者を記入してください。
〇所得金額調整控除
　あなたの給与の収入金額が850万円を超え、以下の⑴～⑶のいずれかに該当する場合（該当する人が複数の場合はいず
れか１名のみを記入してください）、申告書裏面「16　所得金額調整控除に関する事項」にも記入してください。
　⑴　申告者ご本人が特別障害者である。
　⑵　特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する。
　⑶　年齢23歳未満の扶養親族を有する。
※あなたの「扶養控除」または「障害者控除」の対象とならない扶養親族でもご記入いただけます。

給与所得

公的年金等　（国民年金、厚生年金、一定の外国年金等の所得）
　　　　　　　　　　 収入金額　　／　　所得金額
記入欄　　：　　　　　　キ　　　　　　 記入不要
　　申告年分の「公的年金等の源泉徴収票」の支払金額の合計額を「キ」に記入してください。
業　　　務　（原稿料、講演料、シルバー人材センター配分金等の副収入による所得）
　　　　　　　　　　 収入金額　　－　　必要経費　　＝　　所得金額
記入欄　　：　　　　　　ク　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧
そ　の　他　生命保険の年金（個人年金保険）、互助年金等による所得（公的年金等、業務以外のもの）
　　　　　　　　　　 収入金額　　－　　必要経費　　＝　　所得金額
記入欄　　：　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨
※業務／その他は申告書裏面の「９　雑所得（公的年金等以外）に関する事項」欄にも記入してください。

雑所得（公的年金等、業務、その他）

譲渡所得（短期譲渡／長期譲渡）

収入／所得の記入のしかた ※該当する欄（ア～シ、①～⑪）に記入してください

ゴルフ会員権、金地金、機械などを譲渡したことによる所得。
譲渡した資産について、保有期間が５年以下の資産の譲渡は短期譲渡、５年を超える場合は長期譲渡となります。　
記入欄：申告書裏面「11　総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項」の枠外を参考に、コまたはサに記入してくださ
い。
※特別控除：短期譲渡と長期譲渡合わせて50万円（限度額）
※申告書裏面の「11　総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項」にも記入してください。

一時所得
生命保険の一時金、賞金や懸賞金、競馬などの払戻金などの一時的な所得。
記入欄：申告書裏面「11　総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項」の枠外を参考に、シに記入してください。
※特別控除：50万円（限度額）
※申告書裏面の「11　総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項」にも記入してください。

提出に必要な書類一覧

氏名、生年月日、住所、電話番号、個人番号などの必須項目は記入しましたか？

※郵送や窓口でご提出いただいた添付資料は返却できませんので、必要な方は
ご自身であらかじめコピーをお取りください。

特別区民税・都民税申告書

次の①または②のいずれかを提示または添付してください。
（①の場合は１点、②の場合はＡから１点とＢから１点の計２点）
①マイナンバーカード
②Ａ…マイナンバー入りの住民票の写し、通知カード
　Ｂ…運転免許証、パスポート、在留カード、介護保険被保険者証、障害者手帳など
※窓口での提出の場合は原本の提示、郵送での提出の場合は両面の写しの添付が必要です。

個人番号及び本人確認書類

すべての方にご提出いただく書類

収支内訳書または決算書営業等、農業、不動産

給与、公的年金等
その他の収入

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除

寡婦・ひとり親控除
勤労学生控除
障害者控除

雑損控除

医療費控除

寄附金税額控除

同一生計配偶者
配偶者控除
配偶者特別控除

扶養控除
特定親族特別控除
16歳未満の扶養親族

地震保険料控除

給与や公的年金等の源泉徴収票
収入金額と必要経費が分かる書類（報酬の支払調書や個人年金の支払証明など）

必要な添付書類はありません。記入を忘れていないか確認してください。
学生証の写しなど（専修学校等生徒は学校が交付する在学証明書等の原本が必要です。）
各種障害者手帳（等級が分かる部分）の写しまたは障害者控除対象者認定書（原本）

前年中に支払った金額が分かる書類（領収書や控除証明書など）
※源泉徴収票に記載がある場合、源泉徴収票を同封すれば、それぞれの控除にかかる書類は

必要ありません。
※以下の控除について申告する際は、証明書の原本の提出が必要です。
　「国民年金保険料・国民年金基金の掛金」
　「小規模企業共済等掛金控除」
　「生命保険料控除」（平成23年12月31日以前に締結した一般の保険契約等で、１契約の年
間保険料が９千円以下のものは、証明書の添付は不要です。）
　「地震保険料控除」

〇国内居住の方を扶養している場合
必要な添付書類はありません。記入を忘れていないか確認してください。

〇国外居住の方を扶養している場合
①親族関係書類（原本）②送金関係書類（扶養親族等の年齢が30歳以上70歳未満の場合は
38万円以上の送金が確認出来るもの）③留学ビザ等書類
※①,②は必須書類です。③はページ下部　に該当する場合、提出が必要です。
※外国語で作成されている場合は、その翻訳文を添付してください。

①り災証明書の写し
②被害を受けた資産、取得時期、取得価格の分かるもの
③被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用、修繕費用などの
　分かるもの
④保険金等で補てんされる金額の分かるもの

医療費控除の明細書／医療費通知（医療費のお知らせ）（原本）
またはセルフメディケーション税制の明細書

寄附金の受領証明書（原本）
※所得税の確定申告時に、寄附金の受領証明書を提出済みの方は添付不要です。

収入・控除の申告に必要な書類

国外居住の扶養親族のうち「留学により国内に住所および居所を有しなくなった方 」については、
留学ビザ等書類（外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもっ
て外国に在留することにより非居住になったことを証する書類）の提出が必要です。

別居の場合は申告書裏
面「14 別居の扶養親
族等に関する事項」も
ご記入ください。

電子で申告される場合は、必要書類の原本をスキャンまたはスマート
フォン等で撮影した画像ファイルを添付してください。
画像が不鮮明な場合や内容の確認が必要な場合には、後日原本の提示
をお願いすることがありますので、申告後5年間はご自宅等で原本を
保管してください。
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令和７年12月31日現在、あなたと生計を一にする親族 （令和７年中に亡くなった方を
含みます。）の令和７年中の合計所得金額が58万円以下の場合は、扶養親族の氏名、
生年月日、個人番号、同居／別居、続柄を記入してください。当該親族が特定親族で
ある場合には、上記の記載に加えて、住民税の控除額（※下表参照）と「特親」欄に
○を記入してください。

扶養控除・特定親
族特別控除
※16歳未満の扶

養親族も含む

㉓～㉔

令和７年中に、通常生活に必要な資産について、災害や盗難、横領などにより損害を
受けたり、関連してやむを得ず支出した場合に控除することが出来ます。損害の原
因、損害年月日、損害を受けた資産の種類、損害金額、保険金などで補填される金額、
差引損失額のうち災害関連支出の金額を記入してください。

雑損控除㉗

あなたやあなたと生計を一にする配偶者／親族のために一定の金額以上の医療費をあ
なたが支払った場合は、医療費控除の対象となります。「医療費控除の明細書」（P11）
を作成し、「支払った医療費等」「保険金などで補填される金額」を記入してください。
医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）を適用する場合は、申告書表面右
側「４ 所得から差し引かれる金額」の「医療費控除」欄の「□」にチェックをしてく
ださい。
※「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の両方を適用することはできません。

※特定親族特別控除
　所得割の納税義務者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等（配偶者や青色事業専従者などを除く、合計所得
金額が123万円以下である方）で、控除対象扶養親族に該当しない方を有する場合には、その納税義務者の総所得金額
等から次の金額を控除するものです。

裏面15　寄附金に関する事項 ※該当する場合は、寄附をした金額を記入してください。

15　寄附金に関する事項

円①

円②

円③

円④

①都道府県・市区町村への寄附（ふるさと納税）
②東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部、都道府県・市

区町村（ふるさと納税対象以外）への寄附
③東京都が条例で指定する団体への寄附
※東京都が条例で指定する団体については、東京都の条例指定

寄附金一覧（東京都主税局ホームページ）をご確認ください。

東京都主税局ホームページ

④杉並区が条例で指定する団体への寄附
※学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人などに対する寄附金
（杉並区特別区税条例第20条の2第1項に規定）のうち、杉並
区内の事務所又は事業所において収納されたものに限ります。

（杉並区特別区税条例施行規則第4条の2による）

○寄附金税額控除の対象となる寄附先

医療費控除㉘

控除の概要と書き方 ※添付書類に関しては、８ページをご確認ください。控除の種類NO.

所得から差し引かれる金額【控除】の記入のしかた

扶養控除（特定扶養親族）

特定親族特別控除
（特定親族）

58万円以下
 58万円超 85万円以下
 85万円超 90万円以下
 90万円超 95万円以下
 95万円超100万円以下
100万円超105万円以下
105万円超110万円以下
110万円超115万円以下
115万円超120万円以下
120万円超123万円以下

45万円
63万円

61万円
51万円

41万円 41万円
31万円 31万円
21万円 21万円
11万円 11万円
 6万円  6万円
 3万円  3万円

親族等の合計所得金額 控除額（住民税） 控除額（所得税）

東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部分、
都道府県、市区町村分（ふるさと納税以外）

都道府県、市区町村分（ふるさと納税）

条例指定分

都道府県

市区町村

所得税の確定申告書または特別区民税・都民税申告書を提出した場合、「ワンストップ特例制度」は適用外となります。
申告する場合は、所得税の寄附金控除および特別区民税・都民税の寄附金税額控除についても必ず申告してください。

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族の国民健康保険料、国民年金保
険料、介護保険料などを支払ったり、あなたの給与から差し引かれたりした社会保険
料を記入してください。
※あなた以外の方が受け取る公的年金等から差し引かれる国民健康保険料、後期高齢

者医療保険料および介護保険料は対象になりません。

社会保険料控除⑬

あなたに小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金等の支払いがあった場合
には、支払額を記入してください。
※あなたと生計を一にする配偶者その他の親族が加入者となっている掛け金はあなた

の控除となりません。

小規模企業共済等
掛金控除⑭

あなたやあなたの配偶者その他の親族を保険金の受取人とする新（旧）生命保険料、
介護医療保険料、新（旧）個人年金保険料 （保険契約に基づく配当金を除きます｡）の
支払額をそれぞれ記入してください。

生命保険料控除⑮

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族の有する居住用家屋や生活用動
産に係るもので、かつ地震等により保険金などが支払われる損害保険契約等のうち、
あなたが支払った地震保険損害部分の保険料（いわゆる契約者配当金を除きます。）の
支払額を記入してください。

地震保険料控除⑯

令和７年12月31日現在、あなたが学生／生徒で、給与所得など勤労による所得があ
り、令和７年中の合計所得金額が85万円以下（そのうち勤労によらない所得が10万
円以下）の場合は、チェックをして学校名を記入してください。

勤労学生控除⑲

令和７年12月31日現在、あなたや同一生計配偶者および扶養親族が障害者の場合、
氏名、障害の程度、個人番号を記入してください。控除額は障害の程度によって異な
ります。

障害者控除⑳

以下に該当する場合、配偶者の氏名、生年月日、個人番号、配偶者の合計所得金額を
記入してください。
○同一生計配偶者

令和７年12月31日現在、あなたと生計を一にする配偶者（令和７年中に亡くなっ
た方を含みます。）の令和７年中の合計所得金額が58万円以下の方

○配偶者控除
　あなたの令和７年中の合計所得金額が1,000万円以下で、同一生計配偶者を有する方
○配偶者特別控除

あなたの令和７年中の合計所得金額が1,000万円以下で、令和７年12月31日現
在、あなたと生計を一にする配偶者（令和７年中に亡くなった方を含みます。）の令
和７年中の合計所得金額が58万円を超え133万円以下の場合
※あなたと配偶者それぞれの合計所得金額および配偶者の年齢（配偶者控除のみ）

により、控除額が変わります。
※配偶者が事業専従者である場合は、配偶者控除および配偶者特別控除を受けるこ

とができません。
※夫婦間で互いに配偶者特別控除を受けることはできません。また、一方が配偶者

控除を受ける場合は、もう一方が配偶者特別控除を受けることはできません。

同一生計配偶者・
配偶者控除・配偶
者特別控除

㉑～㉒

令和７年12月31日現在、次のいずれかに該当する場合は、チェックをしてください。

①夫と離婚し、その後婚姻をしていない方で扶養親族を有し、同一世帯に
事実上婚姻関係と同様にあると認められる者がいない、かつ令和７年中
の合計所得金額が500万円以下の場合

②夫と死別した後婚姻していない方、または夫が生死不明の方で、同一世
帯に事実上婚姻関係と同様にあると認められる者がいない、かつ令和７
年中の合計所得金額が500万円以下の場合

現に婚姻をしていない方（配偶者と死別または離婚を含みます｡）または配
偶者の生死が不明な方で、令和７年中の総所得金額等が58万円以下の生計
を一にする子を有し、同一世帯に事実上婚姻関係と同様にあると認められ
る者がいない、かつ令和７年中の合計所得金額が500万円以下の場合

寡婦･ひとり親控除⑰～⑱

控除の概要と書き方 ※添付書類に関しては、８ページをご確認ください。控除の種類NO.

所得から差し引かれる金額【控除】の記入のしかた ※該当する欄（⑬～㉘）に記入してください

ひとり親

寡　　婦
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令和７年12月31日現在、あなたと生計を一にする親族 （令和７年中に亡くなった方を
含みます。）の令和７年中の合計所得金額が58万円以下の場合は、扶養親族の氏名、
生年月日、個人番号、同居／別居、続柄を記入してください。当該親族が特定親族で
ある場合には、上記の記載に加えて、住民税の控除額（※下表参照）と「特親」欄に
○を記入してください。

扶養控除・特定親
族特別控除
※16歳未満の扶

養親族も含む

㉓～㉔

令和７年中に、通常生活に必要な資産について、災害や盗難、横領などにより損害を
受けたり、関連してやむを得ず支出した場合に控除することが出来ます。損害の原
因、損害年月日、損害を受けた資産の種類、損害金額、保険金などで補填される金額、
差引損失額のうち災害関連支出の金額を記入してください。

雑損控除㉗

あなたやあなたと生計を一にする配偶者／親族のために一定の金額以上の医療費をあ
なたが支払った場合は、医療費控除の対象となります。「医療費控除の明細書」（P11）
を作成し、「支払った医療費等」「保険金などで補填される金額」を記入してください。
医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）を適用する場合は、申告書表面右
側「４ 所得から差し引かれる金額」の「医療費控除」欄の「□」にチェックをしてく
ださい。
※「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の両方を適用することはできません。

※特定親族特別控除
　所得割の納税義務者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等（配偶者や青色事業専従者などを除く、合計所得
金額が123万円以下である方）で、控除対象扶養親族に該当しない方を有する場合には、その納税義務者の総所得金額
等から次の金額を控除するものです。

裏面15　寄附金に関する事項 ※該当する場合は、寄附をした金額を記入してください。

15　寄附金に関する事項

円①

円②

円③

円④

①都道府県・市区町村への寄附（ふるさと納税）
②東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部、都道府県・市

区町村（ふるさと納税対象以外）への寄附
③東京都が条例で指定する団体への寄附
※東京都が条例で指定する団体については、東京都の条例指定

寄附金一覧（東京都主税局ホームページ）をご確認ください。

東京都主税局ホームページ

④杉並区が条例で指定する団体への寄附
※学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人などに対する寄附金
（杉並区特別区税条例第20条の2第1項に規定）のうち、杉並
区内の事務所又は事業所において収納されたものに限ります。

（杉並区特別区税条例施行規則第4条の2による）

○寄附金税額控除の対象となる寄附先

医療費控除㉘

控除の概要と書き方 ※添付書類に関しては、８ページをご確認ください。控除の種類NO.

所得から差し引かれる金額【控除】の記入のしかた

扶養控除（特定扶養親族）

特定親族特別控除
（特定親族）

58万円以下
 58万円超 85万円以下
 85万円超 90万円以下
 90万円超 95万円以下
 95万円超100万円以下
100万円超105万円以下
105万円超110万円以下
110万円超115万円以下
115万円超120万円以下
120万円超123万円以下

45万円
63万円

61万円
51万円

41万円 41万円
31万円 31万円
21万円 21万円
11万円 11万円
 6万円  6万円
 3万円  3万円

親族等の合計所得金額 控除額（住民税） 控除額（所得税）

東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部分、
都道府県、市区町村分（ふるさと納税以外）

都道府県、市区町村分（ふるさと納税）

条例指定分

都道府県

市区町村

所得税の確定申告書または特別区民税・都民税申告書を提出した場合、「ワンストップ特例制度」は適用外となります。
申告する場合は、所得税の寄附金控除および特別区民税・都民税の寄附金税額控除についても必ず申告してください。

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族の国民健康保険料、国民年金保
険料、介護保険料などを支払ったり、あなたの給与から差し引かれたりした社会保険
料を記入してください。
※あなた以外の方が受け取る公的年金等から差し引かれる国民健康保険料、後期高齢

者医療保険料および介護保険料は対象になりません。

社会保険料控除⑬

あなたに小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金等の支払いがあった場合
には、支払額を記入してください。
※あなたと生計を一にする配偶者その他の親族が加入者となっている掛け金はあなた

の控除となりません。

小規模企業共済等
掛金控除⑭

あなたやあなたの配偶者その他の親族を保険金の受取人とする新（旧）生命保険料、
介護医療保険料、新（旧）個人年金保険料 （保険契約に基づく配当金を除きます｡）の
支払額をそれぞれ記入してください。

生命保険料控除⑮

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族の有する居住用家屋や生活用動
産に係るもので、かつ地震等により保険金などが支払われる損害保険契約等のうち、
あなたが支払った地震保険損害部分の保険料（いわゆる契約者配当金を除きます。）の
支払額を記入してください。

地震保険料控除⑯

令和７年12月31日現在、あなたが学生／生徒で、給与所得など勤労による所得があ
り、令和７年中の合計所得金額が85万円以下（そのうち勤労によらない所得が10万
円以下）の場合は、チェックをして学校名を記入してください。

勤労学生控除⑲

令和７年12月31日現在、あなたや同一生計配偶者および扶養親族が障害者の場合、
氏名、障害の程度、個人番号を記入してください。控除額は障害の程度によって異な
ります。

障害者控除⑳

以下に該当する場合、配偶者の氏名、生年月日、個人番号、配偶者の合計所得金額を
記入してください。
○同一生計配偶者

令和７年12月31日現在、あなたと生計を一にする配偶者（令和７年中に亡くなっ
た方を含みます。）の令和７年中の合計所得金額が58万円以下の方

○配偶者控除
　あなたの令和７年中の合計所得金額が1,000万円以下で、同一生計配偶者を有する方
○配偶者特別控除

あなたの令和７年中の合計所得金額が1,000万円以下で、令和７年12月31日現
在、あなたと生計を一にする配偶者（令和７年中に亡くなった方を含みます。）の令
和７年中の合計所得金額が58万円を超え133万円以下の場合
※あなたと配偶者それぞれの合計所得金額および配偶者の年齢（配偶者控除のみ）

により、控除額が変わります。
※配偶者が事業専従者である場合は、配偶者控除および配偶者特別控除を受けるこ

とができません。
※夫婦間で互いに配偶者特別控除を受けることはできません。また、一方が配偶者

控除を受ける場合は、もう一方が配偶者特別控除を受けることはできません。

同一生計配偶者・
配偶者控除・配偶
者特別控除

㉑～㉒

令和７年12月31日現在、次のいずれかに該当する場合は、チェックをしてください。

①夫と離婚し、その後婚姻をしていない方で扶養親族を有し、同一世帯に
事実上婚姻関係と同様にあると認められる者がいない、かつ令和７年中
の合計所得金額が500万円以下の場合

②夫と死別した後婚姻していない方、または夫が生死不明の方で、同一世
帯に事実上婚姻関係と同様にあると認められる者がいない、かつ令和７
年中の合計所得金額が500万円以下の場合

現に婚姻をしていない方（配偶者と死別または離婚を含みます｡）または配
偶者の生死が不明な方で、令和７年中の総所得金額等が58万円以下の生計
を一にする子を有し、同一世帯に事実上婚姻関係と同様にあると認められ
る者がいない、かつ令和７年中の合計所得金額が500万円以下の場合

寡婦･ひとり親控除⑰～⑱

控除の概要と書き方 ※添付書類に関しては、８ページをご確認ください。控除の種類NO.

所得から差し引かれる金額【控除】の記入のしかた ※該当する欄（⑬～㉘）に記入してください

ひとり親

寡　　婦
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　　　　　　　　　　　 収入金額　　－　　必要経費　　＝　　所得金額
記入欄　　：　　　　　ア／イ／ウ　　　　　　　　　　　　　①／②／③
※申告書裏面の「７　事業・不動産所得に関する事項」欄にも記入してください。

事業所得（営業等・農業など）／不動産所得

日本国外に預けた預金等の利子などのみをご記入ください。
一律分離課税により源泉徴収および特別徴収されていたものは記入できません。
　　　　　　　　　　　 収入金額　　／　　所得金額
記入欄　　：　　　　　　　エ　　　　　　　　④

利子所得

　　　　　　　　　　　 収入金額　　／　　所得金額
記入欄　　：　　　　　　　オ　　　　　　　　⑤
※非上場株式等及び上場株式等の大口株主は所得税の確定申告が必要（少額のものを除く）となります。
※申告書裏面の「８　配当所得に関する事項」欄にも記入してください。

配当所得

　　　　　　　　　　　 収入金額　　／　　所得金額
記入欄　　：　　　　　　　カ　　　　　　 記入不要
⇒「源泉徴収票」の支払金額を「カ」に記入してください。
※「源泉徴収票」がない方（やむを得ない理由で勤務先から発行を受けられない場合など）は、申告書裏面の「6　給与所

得の内訳」欄に、給与支払額／給与支払者を記入してください。
〇所得金額調整控除
　あなたの給与の収入金額が850万円を超え、以下の⑴～⑶のいずれかに該当する場合（該当する人が複数の場合はいず
れか１名のみを記入してください）、申告書裏面「16　所得金額調整控除に関する事項」にも記入してください。
　⑴　申告者ご本人が特別障害者である。
　⑵　特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する。
　⑶　年齢23歳未満の扶養親族を有する。
※あなたの「扶養控除」または「障害者控除」の対象とならない扶養親族でもご記入いただけます。

給与所得

公的年金等　（国民年金、厚生年金、一定の外国年金等の所得）
　　　　　　　　　　 収入金額　　／　　所得金額
記入欄　　：　　　　　　キ　　　　　　 記入不要
　　申告年分の「公的年金等の源泉徴収票」の支払金額の合計額を「キ」に記入してください。
業　　　務　（原稿料、講演料、シルバー人材センター配分金等の副収入による所得）
　　　　　　　　　　 収入金額　　－　　必要経費　　＝　　所得金額
記入欄　　：　　　　　　ク　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧
そ　の　他　生命保険の年金（個人年金保険）、互助年金等による所得（公的年金等、業務以外のもの）
　　　　　　　　　　 収入金額　　－　　必要経費　　＝　　所得金額
記入欄　　：　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨
※業務／その他は申告書裏面の「９　雑所得（公的年金等以外）に関する事項」欄にも記入してください。

雑所得（公的年金等、業務、その他）

譲渡所得（短期譲渡／長期譲渡）

収入／所得の記入のしかた ※該当する欄（ア～シ、①～⑪）に記入してください

ゴルフ会員権、金地金、機械などを譲渡したことによる所得。
譲渡した資産について、保有期間が５年以下の資産の譲渡は短期譲渡、５年を超える場合は長期譲渡となります。　
記入欄：申告書裏面「11　総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項」の枠外を参考に、コまたはサに記入してくださ
い。
※特別控除：短期譲渡と長期譲渡合わせて50万円（限度額）
※申告書裏面の「11　総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項」にも記入してください。

一時所得
生命保険の一時金、賞金や懸賞金、競馬などの払戻金などの一時的な所得。
記入欄：申告書裏面「11　総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項」の枠外を参考に、シに記入してください。
※特別控除：50万円（限度額）
※申告書裏面の「11　総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項」にも記入してください。

提出に必要な書類一覧

氏名、生年月日、住所、電話番号、個人番号などの必須項目は記入しましたか？

※郵送や窓口でご提出いただいた添付資料は返却できませんので、必要な方は
ご自身であらかじめコピーをお取りください。

特別区民税・都民税申告書

次の①または②のいずれかを提示または添付してください。
（①の場合は１点、②の場合はＡから１点とＢから１点の計２点）
①マイナンバーカード
②Ａ…マイナンバー入りの住民票の写し、通知カード
　Ｂ…運転免許証、パスポート、在留カード、介護保険被保険者証、障害者手帳など
※窓口での提出の場合は原本の提示、郵送での提出の場合は両面の写しの添付が必要です。

個人番号及び本人確認書類

すべての方にご提出いただく書類

収支内訳書または決算書営業等、農業、不動産

給与、公的年金等
その他の収入

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除

寡婦・ひとり親控除
勤労学生控除
障害者控除

雑損控除

医療費控除

寄附金税額控除

同一生計配偶者
配偶者控除
配偶者特別控除

扶養控除
特定親族特別控除
16歳未満の扶養親族

地震保険料控除

給与や公的年金等の源泉徴収票
収入金額と必要経費が分かる書類（報酬の支払調書や個人年金の支払証明など）

必要な添付書類はありません。記入を忘れていないか確認してください。
学生証の写しなど（専修学校等生徒は学校が交付する在学証明書等の原本が必要です。）
各種障害者手帳（等級が分かる部分）の写しまたは障害者控除対象者認定書（原本）

前年中に支払った金額が分かる書類（領収書や控除証明書など）
※源泉徴収票に記載がある場合、源泉徴収票を同封すれば、それぞれの控除にかかる書類は

必要ありません。
※以下の控除について申告する際は、証明書の原本の提出が必要です。
　「国民年金保険料・国民年金基金の掛金」
　「小規模企業共済等掛金控除」
　「生命保険料控除」（平成23年12月31日以前に締結した一般の保険契約等で、１契約の年
間保険料が９千円以下のものは、証明書の添付は不要です。）
　「地震保険料控除」

〇国内居住の方を扶養している場合
必要な添付書類はありません。記入を忘れていないか確認してください。

〇国外居住の方を扶養している場合
①親族関係書類（原本）②送金関係書類（扶養親族等の年齢が30歳以上70歳未満の場合は
38万円以上の送金が確認出来るもの）③留学ビザ等書類
※①,②は必須書類です。③はページ下部　に該当する場合、提出が必要です。
※外国語で作成されている場合は、その翻訳文を添付してください。

①り災証明書の写し
②被害を受けた資産、取得時期、取得価格の分かるもの
③被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用、修繕費用などの
　分かるもの
④保険金等で補てんされる金額の分かるもの

医療費控除の明細書／医療費通知（医療費のお知らせ）（原本）
またはセルフメディケーション税制の明細書

寄附金の受領証明書（原本）
※所得税の確定申告時に、寄附金の受領証明書を提出済みの方は添付不要です。

収入・控除の申告に必要な書類

国外居住の扶養親族のうち「留学により国内に住所および居所を有しなくなった方 」については、
留学ビザ等書類（外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもっ
て外国に在留することにより非居住になったことを証する書類）の提出が必要です。

別居の場合は申告書裏
面「14 別居の扶養親
族等に関する事項」も
ご記入ください。

電子で申告される場合は、必要書類の原本をスキャンまたはスマート
フォン等で撮影した画像ファイルを添付してください。
画像が不鮮明な場合や内容の確認が必要な場合には、後日原本の提示
をお願いすることがありますので、申告後5年間はご自宅等で原本を
保管してください。
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次のような方は、所得税の確定申告が必要な場合があります。
詳しくは、お住まいの地区の管轄税務署にお問い合わせください。

〈管轄税務署のご案内〉

〇事業所得や不動産所得のある方で所得の合計額が、所得税の所得控除（社会保険料控除、扶養控除、基礎控
除など）の合計額を超える方

〇給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
〇給与を１カ所以上から受けている方で、給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える方
〇２か所以上から給与等の支払いを受けている方
〇雑損控除、医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除などを申告し、所得税の還付を受ける方
〇公的年金等の収入金額が400万円を超える方
〇公的年金等の収入金額が400万円以下で、当該年金以外の所得金額が20万円を超える方
〇外国の公的年金等の支給を受けている方
　※上記はあくまで一例です。当てはまらない場合でも所得税の確定申告書の提出が必要な場合があります。

〇杉並税務署（成田東４－15－８）　　☎03－3313－1131
阿佐谷北、阿佐谷南、高円寺北、高円寺南、和田、方南、和泉、堀ノ内、松ノ木、大宮、梅里、高井戸東、
高井戸西、上高井戸、下高井戸、永福、浜田山、成田東、成田西 にお住まいの方

〇荻窪税務署（荻窪５－15－13）　　　☎03－3392－1111
　井草、上井草、下井草、善福寺、今川、桃井、西荻南、西荻北、上荻、清水、本天沼、天沼、久我山、荻窪、
　南荻窪、松庵、宮前 にお住まいの方

申告書の提出方法

所得税の確定申告について

〈郵送で提出する場合〉
郵
送
先

〒166-8570
杉並区阿佐谷南１－15－１
杉並区区民生活部課税課住民税申告書担当
※返信用封筒を使用しない場合は、上記宛に送付してください。

○添付書類は、「添付書類台紙」に貼付し、申告書とともに送付してください。
○添付書類が同封した返信用封筒に収まらない場合は、お手数ですが別の封筒を用意していただき、所要額の

切手を貼って申告書とともに送付してください。
○受付印のある申告書の写し（控え用）が必要な方は、返信用封筒（宛先を記入の上、所要額の切手を貼って

ください。）を必ず同封してください。

　杉並区役所東棟２階　課税課（６番）窓口にお越しください。
　午前８時30分～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）

〈窓口で提出する場合〉

　マイナンバーカードをお持ちの方は、ｅＬＴＡＸ（エルタックス）※のホームページ、マイナポータル及び区
ホームぺージを経由して特別区民税・都民税の申告が可能です。
　申告の際は、右側の２次元コードからご申告ください。

※ｅＬＴＡＸ：地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを利用し、地方税における手続きを電子的
に行うシステムです。

〈電子で申告する場合〉

東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 ０３ ３３１２ ２１１１

２１０９８７６５４３２１

１２４８
杉 並 税 太

タゼイナミスギ

申告書の書き方（収入／所得がある方の書き方）

①必須項目

①必須項目を記入してください
氏名、生年月日、住所、電話番号、個人番号
など、申告対象の方に関する情報を書きます。

※寡 婦・ひ と り 親・勤 労 学 生 に 関 す る 情
報、障害に関する情報、配偶者/扶養親族
に関する情報など、当てはまるものがあ
る方は必ず記入してください。

②「１ 収入金額等」／「２ 所得金額」
の当てはまるものについて記入してくだ
さい

※書き方は５ページ

⑤８ページで必要な書類を確認し、同封
して郵送してください

分離課税で申告される所得がある方は、「市町村民税・道府県民税申告書（分離課税等用）」の提出
が必要になります。分離課税で所得の申告をされる方にのみお渡ししている書式になるため、申告をす
る場合は課税課へお問い合わせください。

④該当する方は記入してください

給与・公的年金等以外に収入がある方
→表面 ５ 特別区民税・都民税の納税方法

寄附をした方
→裏面 15 寄附金に関する事項
※書き方は７ページ

③「４ 所得から差し引かれる
金額」の欄については、「小
規模企業共済等掛金控除」お
よび「医療費控除の特例（セ
ルフメディケーション税制）」
を申告される方のみ、該当箇
所に記入してください
その他の控除については、申
告書表面左側の「３ 所得か
ら差し引かれる金額に関する
事項」にそれぞれ記入してく
ださい
※書き方は６、７ページ

寡婦控除、ひとり親控除、勤労学
生控除、障害者控除

配偶者控除・配偶者特別控除・同
一生計配偶者

扶養控除・特定親族特別控除

16歳未満の扶養親族

上記を申告する場合はこの欄に必
ず記入してください。
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東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

杉 並 税 太
タゼイナミスギ

０３ ３３１２ ２１１１

２１０９８７６５４３２１

１２４８

０

申告書の書き方（収入がない方、非課税の収入のみの方の書き方）

①必須項目

寡婦控除、ひとり親控除、勤労学
生控除、障害者控除

配偶者控除・配偶者特別控除・同
一生計配偶者

扶養控除・特定親族特別控除

16歳未満の扶養親族

上記を申告する場合はこの欄に必
ず記入してください。

①必須項目を記入してください
氏名、生年月日、住所、電話番号、個人番
号など、申告対象の方に関する情報を書き
ます。

※寡婦・ひとり親・勤労学生に関する情報、
障害に関する情報、配偶者／扶養親族に
関する情報など、当てはまるものがある
方は必ず記入してください。

②合計⑫に「０」と記入してください

③８ページで必要な書類を確認し、同封
して郵送してください

申告の義務が無い方でも、非課税証明書を取得する場合や次の場合などは基礎資料として申告が必要です。

重要

・各種保険料等の算出　　　・東京都シルバーパスの申し込み　　・保育料の認定
・障害基礎年金等の受給　　・就学援助費の受給可否の認定　　　・社会保険の扶養認定
・各種手当等の受給　　　　・自立支援医療費の助成　　　　　　・都営住宅の収入報告　　　など

　 医療費控除や生命保険料控除などは、
所得から差し引く「所得控除」です。
収入がない方、非課税収入のみの方は、
所得は０です。そのため、所得から差し
引くための各種控除を追加する必要はあ
りません。
このページを見て申告書を書いてる方
は、医療費控除や生命保険料控除に関す
る書類を準備する必要はありません。

11ページは医療費控除の明細書となっています。切り取って使用してください。
足りない場合は、コピーをしていただくか、以下の要件を満たす明細書をご自身で作成してください。
セルフメディケーション税制を利用される方は、通常の明細書の他に専用様式を設けています。杉並区公式ホームページ
（ページＩＤ：２０７４）からダウンロードしていただくか、課税課まで請求してください。

医療費通知（原本）（※）を添付し、下記２．の明細への記入に代える
場合、右記（１）～（３）の必要事項を記入してください。

７

医療費控除について
○医療費控除に係る添付書類の見直し（平成30年度分から）
　平成30年度分申告から、医療費控除または医療費控除の特例の申告の際に、医療費の領収書または医薬品購
入費の領収書の添付または提示に代えて、納税者本人が作成した医療費の明細書または医薬品購入費の明細書
を添付しなければならないことになりました。 なお、法定納期限の翌日から５年以内は、医療費の領収書または
医薬品購入費の領収書を自宅で大切に保管してください。

◆明細書の要件◆
医療を受けた（医薬品を購入した）方の名前、医療機関（医療品を購入した店）の名前、支払った医療費の金額、補塡される金額

記入例

1

円

円

円

円

円

円

1

2

2 …この金額を申告書表面㉘の医療費控除の　「104 支払っ
た医療費等」に記入してください。

…この金額を申告書表面㉘の医療費控除の　「105 保険金
などで補填される金額」に記入してください。

…申告書に記載する欄はありません。

阿佐谷南1-15-1

杉並 税太

221,200

221,200

221,200

0

100,000

12,000○○病院分 交通費

○○病院分 交通費

○○病院

○○病院

杉並 税太

杉並 税太

××クリニック 30,000

4,200

杉並 税太

杉並 税太

△△薬局杉並 税太

杉並 花子

杉並 花子

30,000

40,000

5,000

××クリニック分 交通費
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７

…この金額を申告書表面㉘の医療費控除の　「104 支払っ
た医療費等」に記入してください。

…この金額を申告書表面㉘の医療費控除の　「105 保険金
などで補填される金額」に記入してください。

…申告書に記載する欄はありません。

令和８

医療費通知（原本）（※）を添付し、下記２．の明細への記入に代える
場合、右記（１）～（３）の必要事項を記入してください。

1

2

1 2

申告が必要か判断するためのフローチャート

いいえ

はい いいえ

令和８年１月１日現在、杉並区に住民登録がありましたか？

※遺族年金、障害年金、失業給付金等の非課税所得のみの方は「い
いえ」に進んでください。

令和８年１月１日現在、住民登録のあった市
区町村にお問い合わせください。

※国民健康保険や介護保険制度、児童扶養手当、障害福祉サービ
スなどを利用する方、非課税証明書の発行を要する方は申告が
必要です。
　申告を希望される方は３ページを参考にご提出ください。

スタート

〇申告が必要か下記のフローチャートで確認してください。
〇ただし、例外もありますので、ご不明な点は課税課にお問い合わせください。

令和７年中、収入／所得があった
はい

はい

いいえ

いいえ いいえはい

いいえはい

はい

税務署に「令和７年分の所得税の確定申告書」を提出しますか？

Ｃ

給与収入の合計額が2,000万円を超えている

「年末調整をしていない給与
収入金額」と「給与所得、退
職所得以外の所得の金額」の
合計が20万円を超えている

全ての所得が給与で、かつ勤務先から杉並区にすべ
ての給与支払報告書が提出されている
※提出の有無は、勤務先に確認してください。

扶養控除や医療費控除など
の各種控除を申告する

ただし、所得税が源泉徴収されていて、各種
控除を申告することで所得税の還付を受ける
場合は確定申告をしてください。

年末調整は済ん
でいる

扶養控除や医療費控除などの各種
控除を申告する

給与以外に所得がある
２カ所以上から給与をもらっている

公的年金等以外に所得がある

主に給与収入
公的年金等の収入の合計が400万円を超えている

公的年金等以外の所得は給与のみで、
勤務先から杉並区にすべての給与支払
報告書が提出されている
※提出の有無は、勤務先に確認してく
ださい。

公的年金等以外の所得金額の合計が20
万円を超えている

扶養控除や医療費控除などの各種控除を申告
する

主に年金収入
営業等・農業などの事業所得
や、不動産所得などの「所得
の合計額」が「所得控除の合
計額」より大きい

その他

収入の種類は次のうちどれですか？

所得税が源泉徴収されている
※所得税の有無は源泉徴収票
を確認してください。

いいえ

Ｃ
はい

Ｂ
はい

Ｂ

はい

Ｂ

はい いいえ

はい

はい いいえ

い
い
え

い
い
え

Ｂ

はい いいえ

ＡＢ
いいえ

Ｃ
はい

Ａ

いいえ

Ａ
はい

Ｂ

はい いいえ

Ｃ

Ａ

Ａ

Ａ

い
い
え

はい いいえ

Ａ

いいえはい

B

特別区民税・都民税の申告が必要です
確定申告をする方は特別区民税・都民税の申
告は不要です。ただし、控除額が所得額より大
きい場合（納付すべき所得税が発生しない場
合）など、確定申告が不要な場合があります。

Ｂ 確定申告が必要な場合があります
所得税が源泉徴収されていて、各種
控除を申告することで所得税の還付
を受ける場合は確定申告をしてくだ
さい。

Ｃ 特別区民税・都民税の
申告は必要ありません
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線


